
年
金
生
活
者
支
援

給
付
金
制
度

■
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度

　
収
入
や
所
得
額
が
一
定
基
準
以
下

の
年
金
受
給
者
の
生
活
支
援
の
た
め
、

年
金
に
給
付
金
を
上
乗
せ
す
る
制
度

■
制
度
開
始　

10
月
１
日
（
火
）

■
対
象
者

①
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
者

※
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
方

・
65
歳
以
上

・
世
帯
員
全
員
が
市
民
税
非
課
税

・
年
金
収
入
額
と
そ
の
他
所
得
額
の

　

合
計
が
約
88
万
円
以
下

②
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金

　

の
受
給
者

※
前
年
所
得
額
が
約
４
６
２
万
円
以
下

■
請
求
手
続
き
が
必
要
で
す

①
平
成
31
年
４
月
１
日
以
前
か
ら

　

年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方

⇒

９
月
上
旬
ご
ろ
日
本
年
金
機
構
か

　

ら
案
内
が
順
次
届
き
ま
す
。

②
平
成
31
年
４
月
２
日
以
降
に

　

年
金
を
受
給
し
は
じ
め
た
方

⇒

年
金
の
請
求
手
続
き
と
併
せ
て
年

　

金
事
務
所
ま
た
は
市
役
所
で
手
続

　

き
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課
市
民
係
☎
内
線
１
６
３

あ
な
た
の
そ
ば
で
県
議
会

（
大
隅
地
域
）
の
開
催

　

県
民
と
諸
課
題
な
ど
に
つ
い
て
意

見
交
換
を
行
う
「
あ
な
た
の
そ
ば
で

県
議
会
」
を
開
催
し
ま
す
。

■
開
催　

10
月
12
日
（
土
）

■
時
間　

午
後
１
時
～
午
後
３
時

■
場
所　

肝
付
町
文
化
セ
ン
タ
ー

■
テ
ー
マ　
「
あ
な
た
の
考
え
る
大
隅

　
　
　
　
　

地
域
の
振
興
策
」

■
料
金　

無
料

※
事
前
申
込
等
は
不
要
で
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
県
議
会
事
務
局
総
務
課

　

☎
０
９
９

－

２
８
６

－

５
０
１
３

自
治
公
民
館
建
物

新
築
・
修
理
補
助
制
度

　

自
治
公
民
館
建
物
の
新
築
・
修
理

に
対
し
て
、
予
算
の
範
囲
内
で
補
助

金
の
交
付
制
度
が
あ
り
ま
す
。

■
申
請
に
つ
い
て

　

申
請
を
計
画
さ
れ
た
場
合
に
は
、

事
前
（
着
手
前
）
に
ご
相
談
を
お
願

い
し
ま
す
。

※
着
手
後
の
申
請
は
補
助
対
象
外

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
社
会
教
育
課

　

社
会
教
育
係
☎
32

－

０
２
２
４

市
指
定
給
水
装
置
工
事

事
業
者
の
追
加

■
追
加
指
定
事
業
者

事
業
者　

新
馬
場
商
会

代
表　

新
馬
場　

亨

住
所　

鹿
屋
市
高
須
町

　
　
　

１
０
２
１
番
地
２

電
話　

０
８
０

－

８
５
９
０

－

０
２
３
９

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
水
道
課
業
務
係
・

　

工
務
係
☎
内
線
１
２
９
・
１
３
５

保
健
・
福
祉

障
害
者
委
託
訓
練
生

（
パ
ソ
コ
ン
事
務
科
）

　

障
害
を
お
持
ち
の
方
で
、
再
就
職

を
目
指
す
方
の
た
め
、
パ
ソ
コ
ン
基

本
操
作
等
の
訓
練
生
を
募
集
し
ま
す
。

■
期
間　

12
月
３
日
（
火
）
～

　
　
　
　

令
和
２
年
２
月
27
日
（
木
）

※
土
日
・
祝
日
・
年
末
年
始
は
休
み

■
時
間　

午
前
９
時
～
午
後
３
時
50
分

■
場
所　

鹿
屋
ビ
ジ
ネ
ス
専
門
学
校

■
授
業
料　

無
料

※
教
材
費
自
己
負
担

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

　

☎
０
９
９
６

－

44

－

２
２
０
６

垂
水
市
母
子
寡
婦
福
祉
会

会
員
募
集

　

垂
水
市
母
子
寡
婦
福
祉
会
で
は
、

ひ
と
り
親
世
帯
の
母
子
会
へ
の
加
入

促
進
・
組
織
強
化
を
図
る
た
め
、
市
・

社
会
福
祉
協
議
会
・
大
隅
地
域
振
興

局
と
連
携
し
、
組
織
の
周
知
活
動
に

励
ん
で
い
ま
す
。

■
ひ
と
り
親
家
庭
と
は

　

配
偶
者
と
死
別
ま
た
は
離
婚
し
、

現
在
も
婚
姻
し
て
い
な
い
方
で
、
20

歳
未
満
の
子
ど
も
を
扶
養
し
て
い
る

家
庭

■
寡
婦
と
は
　

　

か
つ
て
母
子
家
庭
の
母
で
あ
っ
た

方
で
、
子
ど
も
が
成
人
さ
れ
た
の
ち
、

配
偶
者
の
い
な
い
状
態
に
あ
る
方

■
主
な
取
組

【
母
子
・
寡
婦
研
修
会
】

　

鹿
児
島
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会

が
主
催
す
る
研
修
会
や
運
動
会
に
参

加
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
フ
ル
ー
ツ

狩
り
や
バ
ス
ハ
イ
ク
な
ど
子
ど
も
も

一
緒
に
楽
し
く
過
ご
す
イ
ベ
ン
ト
も

あ
り
ま
す
。
同
じ
悩
み
を
持
つ
者
同

士
の
仲
間
づ
く
り
、
情
報
交
換
に
一

役
か
っ
て
い
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
福
祉
課

　

児
童
障
害
者
係
☎
32

－

１
１
１
５

　　

「たるたる商品券」

プレミアム付き商品券購入引換券を発送します！
風しんの追加的対策について（抗体検査及び第５期定期接種）

■特別販売場所（いずれも午前９時から午前 12時まで）

①新城地区公民館　10 月８日（火）、９日（水）

②牛根地区公民館　10 月 10 日（木）、11 日（金）

※ 11 月の特別販売は、10 月号にてお知らせします。

■商品券使用可能店舗

　市内約 130 店舗（詳細は、市HPでご確認ください）

◎問い合わせ先：企画政策課政策推進係☎内線 245

②本事業参加医療機関

　厚生労働省のHPからご確認ください。

◎問い合わせ先：保健課健康増進係☎内線 138・164

■商品券購入引換券の交付申請について
　非課税者で「たるたる商品券」の購入を希望する方
は、市役所へ申請が必要です。
※審査後、商品券購入引換券を郵送します。
■申請期間　７月 16 日（火）～ 11 月 29 日（金）
■申請場所　福祉課地域福祉係、牛根・新城両支所

■クーポンの利用方法
①クーポン券が届いたら、医療機関へ予約
②医療機関へは、クーポン券と身分証明書（運転免許
　証等）を持参してください。
③抗体検査受診後、後日、検査結果をお知らせします。
④抗体検査の結果により、予防接種を受ける必要があ
　る方は、受診医療機関へ予約を入れます。
⑤クーポン券と身分証明書、抗体検査結果を持参して
　医療機関で予防接種を受診してください。

■９月下旬郵送分

①非課税者／８月末までの申請者で、要件への該当者

②子育て世帯の世帯主／平成 28 年４月２日～令和元年

　６月１日生の子どもがいる世帯

※①に該当しなかった方には、対象外決定通知書を送付

■たるたる商品券の購入方法

　「商品券購入引換券」と本人確認書類（免許証、保険

証等）を提示してください。

※引換券１枚につき、商品券（5,000 円分）を 4,000 円

　で購入できます。（最大５回まで）

■たるたる商品券の販売期間（平日のみ）

　10 月１日（火）～令和２年１月 31 日（金）

■常設販売場所

　垂水市商工会

■事業対象者

　昭和 37 年４月２日～昭和 54 年４月１日生の男性

■今年度のクーポン券の事前発送者

　昭和 47 年４月２日～昭和 54 年４月１日生の男性

※昭和 37 年４月２日～昭和 47 年４月１日生の男性で、

　クーポン券を希望する方は保健課までご連絡ください。

■費用　無料

■接種期限　令和２年３月 31 日

■実施機関

①市内全医療機関

　池田温泉クリニック、桑波田医院、桑波田診療所

　相良整形外科、垂水中央病院、東内科小児科クリニック

　ふくまる皮フ科クリニック、よしとみクリニック

　風しんの予防接種は、予防接種法に基づき行われていますが、接種の機会がなかった世代の男性は、抗体保有

率が低いことから、追加的対策として抗体検査と予防接種を無料で受けられるクーポン券を発送しております。

Pick Up
 INFO

Pick Up
 INFO
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